
モデルＥ

【甲案】優先借家権の設定時に，対抗要件
を備えたものと同様の効力を認める。

特殊な賃貸借関係 先借権的関係 基本的には通常の賃貸借契約と同様

損害賠償責任及び保
全処分の余地あり。

何もなし 何もなし

【丙案】建物の完成以後に，請求をするこ
とができる。

必要（ただし，予備的請求は認める。）

政令施行の日から〔３年〕以内に請求をし
なければならない。

対抗力関
係

・　優先借家権の設定は外部から認識し難
く，一般の賃借人等の取引の安全を害す
るのではないか。
・　「設定時に対抗要件を備えたのと同様
の効力を認める」との特例を設けたとして
も，拒絶可能期間内に第三者に賃貸すれ
ば足り，制度が事実上機能しないのでは
ないか。

請求の始
期関係

・　賃貸人としては，請求がどの程度され
るかが分からないと，建物の建築ができな
いのではないか。
・　請求の始期以降に催告ができるものと
考える場合，完成後，催告期間経過まで
は従前の賃借人分の部屋を確保しなけれ
ばならないとも考えられ，従前の賃貸人に
とって酷ではないか。

請求の特
定関係

・　１０１号室が認められなければ１０２号
室を請求するといった予備的請求を認め
るものとすると，念のため予備的請求をす
る場合も多く考えられ，請求の特定を必要
とした趣旨が達成できず，請求の特定を不
要とする考え方に対する批判が多く当ては
まることになるのではないか。
・　Ａは１０１号室を主位的請求としつつ，２
０１号室，３０１号室を予備的請求とし，Ｂ
は２０２号室を主位的請求としつつ，２階以
上全ての部屋を予備的請求とし，Ｃは３０１
号室を主位的請求としつつ，１階の全ての
部屋を予備的請求とするといったように，
複数人の主位的請求と予備的請求が交
錯する場面を想定すると，割当て等の判
断に混乱をもたらすのではないか。

請求の特定

催告

請求の終期

一般の建物賃借人との優劣を，引渡しの先
後等で決することとなり，制度の実効性が薄
れるのではないか。

問題点

・　更地状態では，どのような建物が建つか
も分からず，賃借人の請求は困難ではない
か。特に催告があった場合に問題が生じる
のではないか。
・　賃貸人としても，更地状態で請求がされて
も，拒絶するか否かの判断が困難ではない
か。請求拒絶可能期間までに土地の利用方
法等を決めなければならないことにもなり得
るため，負担ではないか。
・　具体的な部屋を前提とせず，拒絶の正当
事由の有無を検討することは困難ではない
か。

９０の部屋がある建物に１００人から請求が
あるような場面では，全員について協議及び
割当てを行う必要があり，実務上困難ではな
いか。

不要

請求の相手方となるべき者は，請求権者に対し，〔３か月〕以上の期間を定め，請求を行
うか否かを催告することができる。この場合において，期間内に確答がないときには，請
求権者は，請求を放棄したものとみなす。
この催告にあたっては，建築計画の概要を示さなければならない。

建物の完成前，かつ，政令施行の日から〔３
年〕以内に請求しなければならない。

【甲案】政令施行後であれば，更地であって
も請求をすることができる。

モデルＡ

甲案を採用した場合における優先借家権制度の考え方の例（概要・問題点等）

【乙案】　特例を設けない対抗力

請求により成立する法
律関係

建物を建てない場合

請求の始期
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